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   第１章  総則  

 （趣旨） 

第１条  この要綱は、木造住宅の耐震化促進を図るため、耐震診断、耐震改修

工事、建替え工事に要する経費の一部について、予算の範囲内において交付

する印西市木造住宅耐震改修促進事業補助金に関し、印西市補助金等交付規

則（昭和５３年規則第６号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるもの

とする。  

 （定義） 

第２条  この要綱における用語の意義は、建築基準法（昭和２５年法律第２０

１号。以下「建基法」という。）、建築士法（昭和２５年法律第２０２号）及

び建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第１２３号）に定め

るもののほか、次に定めるところによる。  

(1) 耐震診断  「木造住宅の耐震診断と補強方法」（一般財団法人日本建築

防災協会・国土交通大臣指定耐震改修支援センター発行）に定める一般診

断法及び精密診断法による診断  

(2) 耐震診断者  市長が別に定める印西市木造住宅耐震診断者登録要領に

基づき登録された者 

(3) 耐震改修設計  耐震診断の結果、構造耐震指標 Iwが１.０未満と診断さ

れた木造住宅の耐震性能を構造耐震指標 Iwが１ .０以上に向上させる耐震

改修工事を行うための設計図書を、耐震診断者の責任において作成するこ



と 

(4) 耐震改修工事  耐震改修設計に基づき、耐震性能を構造耐震指標 Iwが１.

０以上に向上させる工事  

(5) 二段階耐震改修工事  耐震診断の結果、上部構造の耐震性能が構造耐震

指標Iwが０.７未満と診断された木造住宅について、次に該当する工事に分

けて行う耐震改修工事  

ア 一段階目耐震改修工事  住宅全体の耐震性能を構造耐震指標 Iwが１.

０以上とする耐震改修設計に基づき、その一部を工事することにより、

全体の上部構造の耐震性能を構造耐震指標 Iwが０ .７以上となるよう

に行う工事又は１階の上部構造の耐震性能を構造耐震指標 Iwが１ .０

以上となるように行う工事  

イ 二段階目耐震改修工事  一段目耐震改修工事により補助金の交付を

受けた木造住宅について、全体の上部構造の耐震性能を構造耐震指標

Iwが１.０以上となるように行う工事  

(6) 建替え工事 耐震診断の結果、耐震性能が構造耐震指標 Iwが１.０未満

と診断された木造住宅を解体し、かつ、同一敷地内（同一敷地内であると

認められる場合を含む。）に新たに居住するための一戸建て住宅を建築する

工事 

(7) 施工事業者 耐震改修工事に必要な建設業法（昭和２４年法律第１００

号）第３条第１項に規定する許可を受けている本店又は支店を千葉県に有

する事業者  

(8) 工事監理  耐震改修工事を行う過程で、耐震診断者が設計図書と照合し、

当該耐震改修工事が設計図書のとおり実施されているのか否かを確認する

業務 

 （補助の対象住宅）  

第３条  この要綱の対象となる木造住宅（以下「補助対象住宅」）は、次の各号

のいずれにも該当する木造住宅とする。  

(1) 建基法に基づいて建築された建築物であること。  

(2) 在来軸組構法、伝統的構法又は枠組み壁構法で建築された住宅であるこ

と。 



(3) 平成１２年５月３１日以前に着工された住宅であること。  

(4) 自己の居住の用に供する一戸建ての専用住宅又は兼用住宅（居住の用に

供する部分の床面積が当該住宅の延べ面積の２分の１以上であるものに限

る。）であること。  

   第２章  耐震診断に要する経費の補助  

 （耐震診断補助の対象費用） 

第４条 耐震診断に要する経費に対する補助（以下「耐震診断補助」という。）

は、補助対象住宅に対し耐震診断者が行う耐震診断に要した費用について、

交付する。  

 （耐震診断補助の対象者）  

第５条 耐震診断補助の交付を受けることのできる者は、次の各号のいずれに

も該当する者とする。 

(1) 補助対象住宅の所有者又は所有者の２親等以内の者  

(2) 補助対象住宅に現に居住し、耐震診断の後、引き続き居住する者  

(3) 市税を滞納していない者  

(4) この要綱による耐震診断補助の交付を受けたことのない者  

 （耐震診断補助の額）  

第６条 耐震診断補助の額は、第４条に掲げた費用の３分の２の額（千円未満

の端数がある場合には、これを切り捨てた額。以下同じ。）とし、６万６ ,０

００円を限度とする。  

 （耐震診断補助の交付申請）  

第７条 耐震診断補助の交付を受けようとする者（以下この条及び次条におい

て「耐震診断申請者」という。）は、耐震診断者との耐震診断に係る契約の締

結前に、木造住宅耐震改修促進事業補助金交付申請書（別記第１号様式）に

次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、

第１号、第２号及び第６号に掲げる書類については、耐震診断申請者の同意

を得て市が保有する公簿等により確認することができる場合は、これを省略

することができる。  

(1) 申請する補助対象住宅の建基法に基づく確認済証又はこれにかわるも

のの写し  



(2) 住民票の写し  

(3) 補助対象住宅の家屋の登記事項証明書  

(4) 補助対象住宅の概要がわかる図面（配置図、平面図、立面図等）の写し  

(5) 耐震診断に要する見積書又はその写し  

(6) 市税の滞納がないことを証する書類  

(7) その他市長が必要と認める書類  

 （耐震診断補助の交付決定）  

第８条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、速やかに内容

を審査し、耐震診断補助の交付の適否を決定し、木造住宅耐震改修促進事業

補助金（交付・不交付）決定通知書（別記第２号様式）により、耐震診断申

請者に通知するものとする。  

 （耐震診断補助の変更等）  

第９条 前条の規定により耐震診断補助の交付決定を受けた者（以下「耐震診

断補助対象者」という。）は、耐震診断補助の交付決定を受けた耐震診断につ

いて申請内容に変更が生じるときは、木造住宅耐震改修促進事業補助金変更

届出書（別記第３号様式）に変更内容の分かる資料を添えて、市長に提出し

なければならない。  

２ 耐震診断補助対象者は、耐震診断を取りやめるときは、速やかに木造住宅

耐震改修促進事業補助金取りやめ届出書（別記第４号様式）を市長に提出し

なければならない。  

 （耐震診断補助の実績報告）  

第１０条 耐震診断補助対象者は、耐震診断が完了したときは、木造住宅耐震

改修促進事業補助金実績報告書（別記第５号様式）に次の各号に掲げる書類

を添えて、市長に報告しなければならない。  

(1) 耐震診断の結果報告書の写し  

(2) 耐震診断に係る契約書の写し及び領収書の写し  

(3) その他市長が必要と認める書類  

２ 前項に規定する報告は、耐震診断の完了日から３０日以内又は第７条の規

定による耐震診断補助の交付申請日の属する年度の２月末日のいずれか早い

日までに行わなければならない。  



 （耐震診断補助の額の確定）  

第１１条 市長は、前条第１項の規定による報告があったときは、内容を審査

し、耐震診断補助の額を確定し、木造住宅耐震改修促進事業補助金額確定通

知書（別記第６号様式）により耐震診断補助対象者に通知するものとする。  

   第３章  耐震改修工事に要する経費の補助  

 （耐震改修補助の対象費用） 

第１２条 耐震改修工事に要する経費に対する補助（以下「耐震改修補助」と

いう。）は、補助対象住宅に実施した耐震診断の結果、構造耐震指標 Iwが１.

０未満と診断された補助対象住宅に対し行う耐震改修工事のうち次の各号に

掲げる費用について、交付する。  

(1) 耐震診断者が行う工事監理に要する費用  

(2) 施工事業者が行う耐震改修工事に要する費用  

 （耐震改修補助の対象者）  

第１３条 耐震改修補助の交付を受けることのできる者は、次の各号のいずれ

にも該当する者とする。  

(1) 補助対象住宅の所有者又は所有者の２親等以内の者  

(2) 補助対象住宅に現に居住し、引き続き居住する者又は耐震改修工事完了

後に居住する者  

(3) 市税を滞納していない者  

(4) この要綱による耐震改修補助の交付を受けたことのない者。ただし、二

段階耐震改修工事の一段階目耐震改修工事に係る耐震改修補助金の交付を

受け、二段階目耐震改修工事を申請する場合を除く。  

 （耐震改修補助の額）  

第１４条 耐震改修補助の額は、第１２条各号に掲げた費用を合計した額の５

分の４の額とし、１００万円を限度とする。  

２ 前項の規定にかかわらず、二段階耐震改修工事における一段階目耐震改修

工事及び二段階目耐震改修工事に対する耐震改修補助の額は、段階ごとに、

第１２条各号に掲げた費用の５分の４の額とし、５０万円を限度とする。  

 （耐震改修補助の交付申請）  

第１５条 耐震改修補助の交付を受けようとする者（以下この条及び次条にお



いて「耐震改修申請者」という。）は、施工事業者との耐震改修工事に係る契

約の締結前に、木造住宅耐震改修促進事業補助金交付申請書（別記第１号様

式）に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。た

だし、第１号及び第６号に掲げる書類については、耐震改修申請者の同意を

得て市が保有する公簿等により確認することができる場合は、これを省略す

ることができる。  

(1) 第７条第１号から第３号までに定める書類  

(2) 耐震診断の結果報告書の写し  

(3) 耐震改修設計の図書の写し  

(4) 耐震診断者が作成した耐震改修工事により構造耐震指標 Iwが１.０以上

と診断される耐震診断の結果報告書の写し  

(5) 耐震改修工事及び工事監理に要する見積書又はその写し  

(6) 市税の滞納がないことを証する書類  

(7) その他市長が必要と認める書類  

 （耐震改修補助の交付決定）  

第１６条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、速やかに内

容を審査し、耐震改修補助の交付の適否を決定し、木造住宅耐震改修促進事

業補助金（交付・不交付）決定通知書（別記第２号様式）により、耐震改修

申請者に通知するものとする。 

 （耐震改修補助の変更等）  

第１７条 前条の規定により耐震改修補助の交付決定を受けた者（以下「耐震

改修補助対象者」という。）は、耐震改修補助の交付決定を受けた耐震改修工

事について申請内容に変更が生じるときは、木造住宅耐震改修促進事業補助

金変更届出書（別記第３号様式）に変更内容の分かる資料を添えて、市長に

提出しなければならない。  

２ 耐震改修補助対象者は、耐震改修を取りやめるときは、速やかに木造住宅

耐震改修促進事業補助金取りやめ届出書（別記第４号様式）を市長に提出し

なければならない。  

 （耐震改修補助の実績報告）  

第１８条 耐震改修補助対象者は、耐震改修工事が完了したときは、木造住宅



耐震改修促進事業補助金実績報告書（別記第５号様式）に次の各号に掲げる

書類を添えて、市長に報告しなければならない。  

(1) 耐震改修工事の施工前及び施工後の写真  

(2) 耐震診断者が実施した耐震改修工事に関する監理報告書の写し  

(3) 工事監理に係る契約書の写し及び領収書の写し  

(4) 耐震改修工事の施工に係る契約書の写し及び領収書の写し  

(5) その他市長が必要と認める書類  

２ 前項に規定する報告は、耐震改修工事の完了日から３０日以内又は第１５

条の規定による耐震改修補助の交付申請日の属する年度の２月末日のいずれ

か早い日までに行わなければならない。  

（耐震改修補助の額の確定）  

第１９条 市長は、前条第１項の規定による報告があったときは、内容を審査

し、耐震改修補助の額を確定し、木造住宅耐震改修促進事業補助金額確定通

知書（別記第６号様式）により耐震改修補助対象者に通知するものとする。  

   第４章  建替え工事に要する経費の補助  

 （建替え補助の対象費用） 

第２０条 建替え工事に要する経費に対する補助（以下「建替え補助」という。）

は、耐震診断の結果、構造耐震指標 Iwが１.０未満と診断された補助対象住宅

に対して施工事業者が行う解体工事に要する費用について、交付する。ただ

し、この要綱による耐震改修補助の交付を受けたことのある木造住宅を除く。 

 （建替え補助の対象者）  

第２１条 建替え補助の交付を受けることのできる者は、次の各号のいずれに

も該当する者とする。  

(1) 補助対象住宅の所有者又は所有者の２親等以内の者  

(2) 補助対象住宅に現に居住し、引き続き居住する者又は建替え工事完了後

に居住する者  

(3) 市税を滞納していない者  

(4) この要綱による耐震改修補助又は建替え補助の交付を受けたことのな

い者 

 （建替え補助の額）  



第２２条 建替え補助の額は、第２０条に規定する費用又は耐震改修工事に要

する費用相当分（建替え前の木造住宅の居住の用に供する部分の床面積の合

計に３４,１００円を乗じた額を上限とする。）のいずれか低い額の５分の４

の額とし、１００万円を限度とする。  

 （建替え補助の交付申請）  

第２３条 建替え補助の交付を受けようとする者（以下この条及び次条におい

て「建替え補助申請者」という。）は、施行事業者との建替え工事に係る契約

の締結前に、木造住宅耐震改修促進事業補助金交付申請書（別記第１号様式）

に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、

第１号及び第４号に掲げる書類については、建替え補助申請者の同意を得て

市が保有する公簿等により確認することができる場合は、これを省略するこ

とができる。  

(1) 第７条第１号から第３号までに定める書類  

(2) 耐震診断の結果報告書の写し  

(3) 建替え工事（解体住宅の解体工事費及び廃棄物の処分に要する費用の分

かる項目が記載されていること。）に要する見積書又はその写し  

(4) 市税の滞納がないことを証する書類  

(5) その他市長が必要と認める書類  

 （建替え補助の交付決定）  

第２４条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、速やかに内

容を審査し、建替え補助の交付の適否を決定し、木造住宅耐震改修促進事業

補助金（交付・不交付）決定通知書（別記第２号様式）により、建替え補助

申請者に通知するものとする。  

 （建替え補助の変更等）  

第２５条 前条の規定により建替え補助の交付決定を受けた者（以下「建替え

補助対象者」という。）は、建替え補助の交付決定を受けた建替え工事につい

て申請内容に変更が生じるときは、木造住宅耐震改修促進事業補助金変更届

出書（別記第３号様式）に変更内容の分かる資料を添えて、市長に提出しな

ければならない。  

２ 建替え補助対象者は、建替え工事を取りやめるときは、速やかに木造住宅



耐震改修促進事業補助金取りやめ届出書（別記第４号様式）を市長に提出し

なければならない。  

 （建替え補助の実績報告） 

第２６条 建替え補助対象者は、建替え工事が完了したときは、木造住宅耐震

改修促進事業補助金実績報告書（別記第５号様式）に次の各号に掲げる書類

を添えて、市長に報告しなければならない。  

(1) 補助対象住宅の解体前及び解体後並びに建替え工事完了後の写真  

(2) 建替え工事の施工に係る契約書の写し及び領収書の写し  

(3) 補助対象住宅の解体に伴い発生した廃棄物の処分報告書の写し  

(4) 建替えた一戸建て住宅の建基法に基づく検査済証の写し  

(5) その他市長が必要と認める書類  

２ 前項に規定する報告は、建替え工事の完了日から３０日以内又は第２３条

の規定による建替え補助の交付申請日の属する年度の２月末日のいずれか早

い日までに行わなければならない。  

 （建替え補助の額の確定）  

第２７条 市長は、前条第１項の規定による報告があったときは、内容を審査

し、建替え補助の額を確定し、木造住宅耐震改修促進事業補助金額確定通知

書（別記第６号様式）により建替え補助対象者に通知するものとする。  

   第５章  補助金の請求  

 （補助金の交付請求）  

第２８条 補助金の交付を受けようとする者（以下この章において「補助金申

請者」という。）は、第１１条、第１９条及び第２７条に規定する通知を受け

たときは、速やかに木造住宅耐震改修促進事業補助金交付請求書（別記第７

号様式）により、市長に補助金を請求することができる。 

 （補助金の代理受領）  

第２９条 補助金申請者は、補助金の受領を耐震診断者又は施工事業者に委任

する方法（以下「代理受領」という。）により行うことができる。  

２ 代理受領を行う者は、第７条、第１５条及び第２３条に規定する申請書を

提出するときに、木造住宅耐震改修促進事業補助金代理受領予定届出書（別

記第８号様式）を市長に提出しなければならない。  



３ 代理受領を行う者が、代理受領を取りやめるときは、第１０条、第１８条

及び第２６条に規定する報告書を提出する前までに、木造住宅耐震改修促進

事業補助金代理受領取りやめ届出書（別記第９号様式）を市長に提出しなけ

ればならない。  

 （調査） 

第３０条 市長は、補助金の交付に関し必要があると認めるときは、補助金申

請者に対し資料等の提出を求め、又は現地の調査を行うことができる。  

２ 補助金申請者は、前項の調査に協力するものとする。  

   第６章  雑則 

 （委任） 

第３１条 この要綱に定めるもののほか、この要綱に関し必要な事項は、市長

が別に定める。  

   附 則 

 （施行期日）  

１ この告示は、令和７年４月１日から施行する。  

 （印西市住宅・建築物耐震改修促進事業補助金交付要綱の廃止）  

２ 印西市住宅・建築物耐震改修促進事業補助金交付要綱（平成２２年告示第

１７０号。以下「旧要綱」という。）は、廃止する。  

 （経過措置）  

３ 旧要綱の規定によりなされた申請、手続その他の行為は、なお従前の例に

よる。  

 （失効） 

４ この告示は、令和１３年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、この

告示の失効前にこの告示の規定によりなされた申請、手続その他の行為は、

なお従前の例による。  


